
 

令和８年度 文書配布先指定届 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先）流山市長 

 

自治会等名            自治会  

令和８年度の文書配布先指定について、以下のとおり届出します。 

 

当てはまる欄（□）に☑をつけてください。 

 

（１）配布先住所 
 

①  自治会長宅への配布を希望します。 

 

②自治会長宅以外（下記）への配布を希望します。 

氏  名  

住  所 
〒 

流山市 

電話番号 
 

 

（２）必要部数・配布方法 

配布文書 必要部数 配布方法（複数選択可） 

回覧文書 （   部・前年度と同じ） □紙 □電子 

役員向け文書 （          部） □紙 □電子 

掲示ポスター （   部・前年度と同じ） □紙 □電子 

全戸配布文書 （   部・前年度と同じ） □紙 □電子 
電子に☑した場合  
メールアドレス 

             ＠ 

 

（３）その他 
留意事項がある場合は、下記に御記入ください。 

 

 

 

 

 

（例）ポスターの規格はＡ４まで 

 

①‐２ 



 

■文書配布とは  
流山市等からお知らせ文書（回覧、全戸配布をお願いする文書）を取り

まとめ、各自治会のご担当者様に定期的に送付するものです。 

なお、文書配布にて送付した文書は、市ホームページにも公開していま

す。（広報ID：1003488） 

 

■文書配布届先の電話番号について  
文書配布を郵送（ゆうパック）で送付する際の連絡先として記載させて

いただきます。また、文書配布当日に市の担当者から連絡させていただく

こともあります。 

 

■文書配布届先のメールアドレスについて  
紙による文書配布以外に、電子メールによる文書配布も行っています。

文書配布が行われた際に、ご登録いただいた電子メールへ通知します。 

紙での文書配布との併用も可能ですので、その際は両方のチェック欄に

☑をお願いします。 

 

■個人情報の取り扱いについて 
 文書配布先としてご提供いただいた連絡先については、市から自治会へ

の文書配布以外の目的で利用致しません。 

 
■令和８年度文書配布の日程について 

自治会の負担軽減のため、令和８年度より年５回から６・９・１２・３月

の年４回の配布とします。また、配布基準日については第２週の金曜日か

ら第１週の金曜日となります。 

 

第１回 令和８年 ６月 ５日（金） 

第２回 令和８年 ９月 ４日（金） 

第３回 令和８年１２月 ４日（金） 

第４回 令和９年 ３月 ５日（金） 
 

※令和８年３月１３日（金）時点の文書配布の実施予定となっております

が、配布日時の指定等具体的な方法については、変更となる場合がありま

す。 

 

■問い合わせ先 

流山市役所市民生活部コミュニティ課コミュニティ係 

電話：０４－７１５０－６０７６  

FAX ：０４－７１５９－０９５４ 

メール：komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp 

mailto:komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp

